
高等教育の修学支援新制度
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 モバイルWi-Fiルーター

概
要

時
期

●

●

桃山学院大学の学生支援
学生を一律的に支援

学生の個別事情に合わせた支援

緊急修学支援金 学費引落日等の延期

一律５万円を給付
（対象者要件あり）

2020年度春学期の

対象枠を拡大
１０名程度→

100名

①対象枠を拡大
40名→100名

②給付期間延長など

1万円上限で

家賃1/4相当
を支援

（2020年４月～７月分）

5月13日受付開始

実行中 5月1４日受付開始
5月18日運用開始

5月2５日受付開始 5月13日受付開始

実行中

５月２２日より給付開始

学費引落日を
４月３０日から
５月２９日に　　

１ヶ月延期
１ヶ月延期延納・分納

手続期日を

実行中

授業料減免制度 下宿費用支援制度 教育ローン利子補給奨学金

通信機器の無償貸出（要申込）
Word、Excel、Teamsなど

Office365
のアプリが

無償で利用可能

Office365の無償提供

学内パソコン

学内Wi-Fi

図書館
（データベース検索含む）

学内プリンタ

学内設備・施設の利用（要申込）

国などに

よる支援
高等教育修学支援新制度（授業料等減免＋給付型奨学金）は、住民税非課税世帯およびこれに準ずる世帯
を対象として支援が行われます。なお、家計が急変し、急変後の所得の見込により要件を満たすことが確認
できれば、随時（急変事由の発生後３カ月以内）申し込むことができます。
授業料等減免の上限額は年額約70万円、給付型奨学金の給付上限額は自宅生で年額約 46万円、自宅外
生で年額約 91万円です。※世帯所得に基づき、３区分（全額・2/3・1/3）のいずれかが適用されます。

詳しくは

本学Webサイトを

ご覧ください

の無償貸出

●

●

自宅から利用できるサービスを拡充
図書館の本を郵送で貸出・返却（費用負担なし）

書籍や雑誌をオンラインで閲覧　など

そ
の
他

※募集は終了しました


